
町民福祉課児童福祉係　内線 1118

扶養親族等の数
自営業者

（国民年金加入者）

サラリーマン等

（厚生年金等加入者）

０人 ４６０万円 ５３２万円

１人 ４９８万円 ５７０万円

２人 ５３６万円 ６０８万円

３人 ５７４万円 ６４６万円

４人 ６１２万円 ６８４万円

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
、
児
童

手
当
の
支
給
対
象
年
齢
が
小
学
校
６

年
生（
12
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）

ま
で
に
拡
大
さ
れ
、
併
せ
て
所
得
制

限
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

改
正
に
伴
う
申
請
は
、
平
成
18
年

９
月
30
日
ま
で
受
け
付
け
、
特
例
的

に
４
月
１
日
（
ま
た
は
支
給
要
件
に

該
当
し
た
日
）
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

当
町
で
は
、
現
況
届
と
同
時
に
６

月
に
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

【申請に必要なもの】
○全員共通
　印鑑・申請者の保険証
○ 必要に応じて
・ 平成 17 年度所得証明書（平成 17年１月１日に町内に住所がなかった方）
・ 平成 18 年度所得証明書（平成 18年１月１日に町内に住所がなかった方）
・ 受給者名義の預金通帳（郵便局不可）
　その他必要に応じてご案内します。

所得制限と対象年齢を小学校 6年生まで引き上げ

平成 18年度所得制限限度額（平成 18年４月分の児童手当から適用）

現在、児童手当を受給している

小学校 4年生の子どもがいる

小学校 5・6年生の
子どもがいる

額改定請求書
＋

現況届
現況届 認定請求書 該当無し

小学校 6 年生ま
での子どもがいる

所得制限緩和により所得額が
制限額内になった

はい

はい

はい

どちらか　はい

いいえ

いいえ

いいえ

◎申請が必要な方


